
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
七
日
提
出

質

問

第

五

八

号

国
家
戦
略
会
議
の
発
足
に
伴
う
経
済
財
政
諮
問
会
議
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

橘

慶

一

郎
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国
家
戦
略
会
議
の
発
足
に
伴
う
経
済
財
政
諮
問
会
議
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

先
に
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日
付
け
で
「
国
家
戦
略
会
議
の
発
足
に
伴
う
経
済
財
政
諮
問
会
議
の
取
り
扱
い
に
関
す
る

質
問
主
意
書
」
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
同
年
十
一
月
十
五
日
付
け
内
閣
衆
質
一
七
九
第
二
八
号
に
て
答
弁
が
あ
っ
た
。
つ
い
て

は
、
内
容
を
確
認
し
た
く
、
関
連
す
る
事
項
と
併
せ
、
以
下
五
項
目
に
わ
た
り
質
問
す
る
。

一

「
野
田
内
閣
に
お
い
て
は
、
経
済
財
政
政
策
に
関
す
る
重
要
事
項
等
に
つ
い
て
の
企
画
立
案
等
の
在
り
方
を
見
直
す
こ
と

と
し
」
た
と
の
答
弁
に
つ
い
て
、
先
の
鳩
山
内
閣
及
び
菅
内
閣
に
お
け
る
方
針
と
の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ

る
の
か
、
伺
う
。

二

従
前
の
経
済
財
政
諮
問
会
議
へ
の
諮
問
に
よ
る
「
経
済
財
政
政
策
に
関
す
る
重
要
事
項
等
に
つ
い
て
の
企
画
立
案
等
の
在

り
方
」
に
ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
と
認
識
し
て
見
直
す
こ
と
と
し
た
の
か
、
野
田
内
閣
の
見
解
を
伺
う
。

三

「
法
制
上
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
必
要
に
応
じ
て
検
討
し
て
い
く
」
と
の
答
弁
に
つ
い
て
、
現
状
に
お
い
て
経
済

財
政
諮
問
会
議
を
法
制
度
上
残
し
て
お
く
必
要
性
を
野
田
内
閣
と
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
、
伺
う
。

四

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
八
日
に
開
催
さ
れ
た
第
一
回
国
家
戦
略
会
議
に
提
出
さ
れ
た
「
日
本
再
生
の
基
本
戦
略
の
検
討

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
」
に
よ
れ
ば
、
個
別
の
重
要
課
題
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
十
一
月
下
旬
に
は
論
点
整
理
を
行

一



い
、
十
二
月
中
下
旬
に
は
基
本
戦
略
の
取
り
ま
と
め
を
行
う
と
さ
れ
て
い
る
が
、
本
日
現
在
、
国
家
戦
略
会
議
の
第
二
回
は

未
だ
開
催
さ
れ
て
い
な
い
。
当
面
、
年
末
ま
で
の
開
催
予
定
を
伺
う
。

五

四
に
関
連
し
て
、
「
個
別
の
重
要
課
題
」
と
し
て
内
閣
が
検
討
対
象
と
し
て
い
る
項
目
を
具
体
的
に
伺
う
。

右
質
問
す
る
。

二


